
令和２年6月号

〒910-0003
発行所福井県消防設備協会

一般社団法人

福 井 市 松 本３ 丁 目 1 6 ｰ 1 0
福 井 県 福 井 合 同 庁 舎 5 階
T E L (0776) 2 7 ─ 3 7 6 0
 FAX(0776) 2 7 ─ 3 4 4 6

▼ 	令和２年度	各種講習会のご案内	 ………１

▼	会長あいさつ	 ……………………………２

▼	顧問 新任あいさつ	………………………３

▼	令和２年度 定時総会	……………………４

▼	令和元年度決算（正味財産増減計算書）	 …５

▼ 	公益目的支出計画および実績	 …………６

▼	令和２年度 事業計画、予算（案）	………７

▼	顧問・参与の委嘱について	 ……………８

▼	令和２年度 福井県消防設備協会長表彰	…９

▼ 	通知・通達	 ………………………………10

▼ 	よくある質問	 ……………………………12

▼ 	消防交流広場	 ……………………………14

右上：レインボーライン山頂公園（梅丈岳）� 中央：レインボーライン山頂公園から一望する三方五湖
左下：湖畔にたたずむ茅葺の舟小屋� （写真提供：福井県観光連盟）

目 次



1

各種講習のご案内

【消防設備点検資格者再講習】

開 催 日 種　　別 講　習　会　場 時　　間 受 付 期 間

10月２日（金） 第 １ 種
福井県　　　　　　
中小企業産業大学校

9：00～17：00
８月７日（金）～
　８月21日（金）

10月５日（月） 第 ２ 種

新型コロナウィルス感染拡大の状況によっては延期もしくは中止になることがあります。

【消防設備士法定講習】

講 習 日 講習区分 種　別 講　習　会　場 時　　間 受 付 期 間

12月15日（火） 消 火 設 備 1、2、3類

サンドーム福井
管理会議棟	小ホール

9：00～17：15
10月26日（月）～
　11月９日（月）

12月16日（水） 避 難 設 備
消　火　器 5、6類

12月17日（木）
警 報 設 備 4、7類

12月18日（金）

新型コロナウィルス感染拡大の状況によっては延期もしくは中止になることがあります。
状況によって追加講習も検討しています。　協会のホームページ等でご確認ください。

【実務研修会】

開 催 日 研　修　会　場 研　修　内　容

７月13日（月）
福井県　　　　　　
中小企業産業大学校

自家発電設備の点検基準について
（仮題）

新型コロナウィルス感染拡大の状況によっては延期もしくは中止になることがあります。
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一般社団法人 福井県消防設備協会

会　長 髙 村 文 能

　池の菖蒲も紫に咲き誇り、田ではカエルの合唱もにぎやかになって参りました。皆様方に

は、ご健勝のこととお慶び申し上げます。

　日頃は、協会の事業運営について、ご支援、ご協力を賜り、本紙面をお借りして厚くお礼

申し上げます。

　さて、中国に端を発した「新型コロナウイルス（ＣＯＶＩＤ－ 19）」は、世界的な規模で感

染が拡大し、我が国においても全国規模での拡大により、政府は去る４月16日に特別措置法

に基づく“緊急事態宣言”を発出し、飲食店等の営業自粛や不要不急の外出の自粛など感染の

抑制に官民一体となって取り組んで参りました。その甲斐もあって５月25日には東京都や北

海道も含む47都道府県で緊急事態宣言が解除されたところです。

　しかし、第２波や第３波の発生を防止するため、「３密」やクラスターとなるような集会等

の自粛は引き続き継続されているところです。先に発行いたしました総会資料でも述べまし

たが、協会としては会員の皆様の安全を第一と考え、理事の皆様の同意を得て、協会創立以

来はじめてとなる「総会（書面会議）」に変更させて戴いたところです。

　お陰様で、会員の皆様のご理解とご協力を賜り、提案いたしました議案は全てご承認を戴

きました。改めて、厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。

　しかしながら、コロナ禍による経済の落ち込みは深刻で、これからが大変な時期だと思っ

ております。経済が冷え込むと大きな火災や事故の発生も増えて参ります。

　我々 消防防災の業務に身を置く者は、こういう時にこそ、県民の皆様の安全、安心のため、

心を一つにして頑張って行かなければならないと思っております。

　そして、それが経済復興の下支えになるものと堅く信じているとこ

ろです。

　結びに、新型コロナウイルス感染拡大の一日も早い終息と、社会全

般の安寧な暮しが戻ること、会員各位のご隆盛をご祈念申し上げご挨

拶とさせていただきます。

ごあいさつ
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　三方五湖は（みかたごこ）は、美浜町と若狭町にまたがる５つの湖（三方湖、水月湖、菅湖、久々子湖、
日向湖）の総称で、国指定の若狭湾国定公園に属する、福井県の観光名所ひとつです。三方五湖は、水月湖
と久々子湖を結ぶ浦見運河や水月湖と日向湖を結ぶ嵯峨隧道など人口水路によって繋がっています。五つ

の湖は、それぞれ異なる水深と塩分濃度によって五色の湖とも称され、海水魚から淡水魚まで様々な魚が生息し、水鳥の貴
重な生息地でもあります。中でも水月湖は汽水湖として、上部（0～6ｍ）は淡水、下部（7～40ｍの）は汽水の二重層となっ
ており、また、周辺には、直接流れ込むような大きな河川もないため湖底の堆積物が撹拌されず、自然な形で残っています。
ここで発掘された地層からは過去７万年の年縞が確認され、「年代測定の世界標準」として認定されています。一方、レイン
ボーラインを通って梅丈岳の山頂公園から見る景色は五胡が一望でき、また日本海も眺望できる大パノラマで、行楽期には
多くの観光客が訪れますが、コロナ禍の今春は人影もなく少し淋しく映ります。

　（一社）福井県消防設備協会では、定款第38条に基づき顧問・参与を委嘱していますが、本
年４月１日付の市町、消防組合の人事異動により、顧問・参与の一部の方がお代りになられ
ました。つきましては、顧問・参与を代表して新顧問の方からご挨拶を頂戴しておりますので
ご紹介を兼ねてご披露申し上げます。顧問・参与の皆様には、今後ともご指導、ご支援を賜り
ますようお願い申し上げます。

顧問就任のごあいさつ

　（一社）福井県消防設備協会の皆様には、日頃より消防用設備等の設置及び保守点検等の
推進を通じて消防行政の推進に格別の御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　この度、本年４月１日付けで福井県消防長会会長に就任し、同日付けで貴協会顧問の委
嘱をお受けしたところでございます。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
　さて、昨年全国で発生した火災を振り返りますと、７ 月に京都市伏見区で発生したアニ
メーションスタジオ火災では多くの尊い命が失われ、10 月には沖縄のシンボルである首里
城が焼失し、貴重な建物や収蔵物が失われました。県内におきましても、６ 月に永平寺町
で発生した工場火災は大きな惨事となり、日頃の災害への備えや火災予防の重要性を改めて
痛感させられる年となりました。また、今年の春先からは、新型コロナウイルスによる感染
が徐々に全国に広まり、本県においても４月16日に新型インフルエンザ等対策特別措置法
に基づく「緊急事態宣言」がなされたところです。感染拡大の影響は非常に大きく、消防行
政においても消防用設備等の設置その他各種点検報告・届出等を実施することが困難になる
等、大変厳しい状況下にあります。 　 消防機関としましては、このような状況を踏まえて、
引き続き県民の皆様の生命や身体、財産を火災等の災害から守るため、防火対象物の安全確
保と違反是正の徹底を図るべく、関係機関と協力して防火安全対策への積極的な取り組みを
進めてまいります。貴協会におかれましても、消防用設備等の保守点検や法定講習等を通じ
て、なお一層の御支援と御協力を賜りますようお願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。

（本文は2020.5.8.に戴いたものです。）

松 田 光 広福井市消防局 消防局長
福井県消防長会 会長

三方五湖の
大パノラマ
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　令和２年度の「表彰式・定時総会」は、当初５月13日（水）に予定しておりましたが、新型コロ
ナウィルスの感染拡大に伴い、已む無く「書面会議」に変更し、対応させて戴きました。４月22日

（水）の理事会は、令和元年度の決算や公益目的支出計画の実施状況など総会に諮るための重要な
会議でしたが、これも「書面会議」への変更が余儀なくされてしまいました。各理事の皆様には書
類のみの審査ということで、ご無理を戴きながら、しかし、慎重に審議して戴き、総会への提案
に至ったところです。
　そして、福井県内のコロナウィルスの感染状況が落ち着く中、総会が開催できるものと思って
おりましたが、多くの人が集まる総会は、正に「３密」状態となり、現状では多くの人が集まるこ
とは不適切ではないかとの意見もあって、髙村会長をはじめ各理事の皆様と再度協議を行ったと
ころ、会員の皆様の安全が第一だという全理事様のご意見にしたがい、当協会創立以来初めてと
なる「書面会議」へと変更させて戴いたところです。
　そして、５月13日付けで全会員の皆様のところに総会資料とともに、提案した第１号議案（令
和元年度事業報告及び令和元年度収支決算報告）並びに第２号議案（公益目的支出計画の実施状
況）の審査に係る承認決議の返信ハガキを郵送させて戴いた次第です。
　その結果、５月22日付で戻ってきた返信ハガキの結果、第１号議案、第２号議案ともに全会員
が「承認する」との回答で、ここに提出議案は承認されたことをご報告いたします。なお、総会資
料中の第１号報告（令和２年度事業計画（案）及び収支予算（案））、第２号報告（顧問・参与の委嘱
について）、第３号報告（令和２年度理事会、総会等の主な行事、事業の日程について）は、理事
会において承認、議了しているものの報告でございます。令和２年度の事業計画（案）および収支
予算（案）は、７ページのとおりです。

令和2年度 定時総会
協会創立以来 初めての書面会議に

令和２年度定時総会に提出された議案の承認決議の結果

会員数　　正会員 125 名

第１号議案　　承認する　125　　　承認しない　０

第２号議案　　承認する　125　　　承認しない　０

会員の皆様、ご協力ありがとうございました。
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令和元年度 決算（正味財産増減計算書）
経 常 収 益 （単位：円） 経 常 費 用 （単位：円）

合　　　　計 17,045,770 合　　　　計 16,021,591

受取入会金 0

事
業
費

点検本講習事業 250,208

受取会費 3,000,000 点検再講習事業 75,845

点検本講習事業 730,400 設備士講習事業 2,117,512

点検再講習事業 377,136 ラベル収益事業 2,900,299

設備士講習事業 3,488,800 届出用紙等 54,439

ラベル収益事業 7,658,336 防火防災講習会費 27,980

登録会員認証料 800,000 その他の事業費 2,135,766

届出用紙等収入 69,657 管
理
費

会議費（総会理事会等） 577,979

防火防災講習事業 559,883 その他の管理費 842,178

助成金 250,000 人
件
費

給与・報酬等 5,863,200

雑収益（受取利息含む） 111,558 退職・福利給付 1,176,185

当期増減額（税引き前） 1,024,179 法人税等 419,700

一般正味財産
期首残高 7,539,083 増 

減 604,479
期末残高 8,143,562

【経常収益】
経常収益
17,045,770円

経常経費
16,021,591円

【経常費用】
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公益目的支出計画および実績 Ｒ2.3.31
（単位：円）

計　画 実　績

公益目的収支差額 公益目的財産残額 公益目的収支差額 公益目的財産残額

当初財産額 8,897,089 8,897,089

平成25年度 △ 905,600 7,991,489 △ 908,199 7,988,890

平成26年度 △ 905,600 7,085,889 △ 2,009,487 5,979,403

平成27年度 △ 905,600 6,180,289 △ 983,621 4,995,782

平成28年度 △ 905,600 5,274,689 △ 1,902,281 3,093,501

平成29年度 △ 905,600 4,369,089 △ 821,856 2,271,645

平成30年度 △ 905,600 3,463,489 △ 1,586,697 684,948

令和元年度 △ 905,600 2,557,889 △ 684,948 ０

令和２年度 △ 905,600 1,652,289 ０ ０

令和３年度 △ 905,600 746,689 ０ ０

令和４年度 △ 746,689 ０ ０ ０

公益目的支出計画は、令和元年度の支出を以って完了いたしました。
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１． 消防設備士法定講習の実施

２． 消防用設備等点検資格者再講習の実施

３． 消防用設備等点検済表示管理制度に基づく登

録会員の審査（新規・更新）

４． 消防用設備等の点検報告率の向上に係る施策

の実施

５． 損害賠償責任保険による点検業務責任の確保

６． 消防用設備等点検済証（表示ラベル）の交付

７． 防火基準点検済証等セーフティマークの頒布

８． 優良従業員等の表彰

９． 消防用設備等保守関係功労者表彰の推薦

10． 東海北陸消防設備協会連絡協議会の開催及び

研修参加

11． 各種会議及び実務研修会等の開催

12． 防火（防災）管理講習会の開催

13． 「会員名簿」の配布、「協会だより」の発行

14． 業務資料の提供及び関係図書の斡旋

15． ホームページ等による普及啓発

16． 関係機関・団体等との連携

17． その他

― 令和２年度事業計画及び令和２年度収支予算（案）について ―

【令和2年度　主な事業計画】

【令和元年度　収支予算案】

（単位：千円）

（事業活動収益）

◦ 会 費 収 入 ３，０００

◦ 事 業 収 入 １１，５６２

◦ 補助金等収入 ２５０

◦ 補助金等収入 ９５

合　　計 １４，９０７

（経　　費）

◦ 事 業 費 １３，７７４.8

◦ 管 理 費 １，５３２.2

合　　計 １５，３０７.0

▼（収支損益 ４００千円）

 令和2年度 定時総会　報告事項
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― 顧問、参与の委嘱について ―

【顧問・参与の委嘱について】

― 令和２年度　理事会、総会等の主な行事、事業の日程について ―

令和2年度の主な講習会等については、１ページに掲載しております。

こちらを参照ください。

所　　　　　属 氏　名

顧　問 福井県消防長会　会長（福井市消防局長） 松田　光広

参　与 福井市消防局　次長 片川　浩幸

参　与 敦賀美方消防組合消防本部　消防長 島田　靖史

参　与 南越消防組合消防本部　　　消防長 五十嵐　功

参　与 若狭消防組合消防本部　　　消防長 内藤　一人

参　与 勝山市消防本部　　　　　　消防長 本田　康雄

参　与 嶺北消防組合消防本部　　　消防長 瀬戸　廣之

参　与 福井県安全環境部危機対策・防災課　課長補佐 田渕　洋平

 令和2年度 定時総会　報告事項

なお、顧問　加藤　和彦　県安全環境部危機対策・防災課　課長、

　　　参与　飯田　裕人　大野市消防本部　消防長、

　　　参与　竹村　亮　　鯖江・丹生消防組合消防本部　消防長、

　　　参与　朝日　光彦　永平寺町消防本部　消防長、

の皆様には、引き続き　顧問、参与として　お願いしております。
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　令和２年度の優良従業員等の表彰式は、新型コロナウィルスの感染拡大の影響から、定
時総会の「書面会議」変更に合わせ、式典を中止とさせて戴きました。本来は５月13日の
定時総会の前に挙行する予定でしたが、受賞者並びに出席者の皆様の安全と「３密」を
回避するため、止むを得ずの中止となりました。受賞者の皆様には、折角の晴れ舞台で、
事務局としても楽しみにしておりましたが、開催できず大変心苦しく思っております。
　何とぞ、ご了承のほどお願い申し上げます。しかし、消防設備士として、皆様方がこれ
まで永年にわたりご精進され地道に努力されてこられた功績、消防用設備等の保守点検業
務を積極的に推進されてこられた実績は、式典の有無には関係なく誠に称賛に値するもの
でございます。この受賞を機に、更なるご活躍と、ご隆盛をご祈念申し上げますとともに、
協会の事業の推進にもご支援、ご協力をお願い申し上げます。
　受賞された皆様は、次のとおりです。

令和２年度福井県消防設備協会会長表彰

受賞 おめでとうございます

優良従業員（20年）表彰

池 田 安 孝 殿 轟 産 業  株 式 会 社
津 田 茂 雄 殿 北陸設備工業 株式会社

優良従業員（30年）表彰

河 嶋 　　 衛 殿 株式会社 河嶋連蔵商店

八 木 昌 彦 殿 北陸設備工業 株式会社
小 嶋 秀 穂 殿 一般財団法人 北陸電気保安協会
安 居 英 治 殿 有限会社  相 互 防 災

優 良 事 業 所 表 彰

ユ タ カ 防 災 中島　   豊
井 上  吉 弘
白 本  敏 雄

株 式 会 社 国 高 防 災
株式会社コスモボーサイ

殿 殿
殿
殿

殿
殿

佐々木 一彦佐 々 木 電 機 商 会 殿殿
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　令和２年１月号掲載の「通知・通達」以降に公布さ
れたもののうち、消防用設備等に関するものについて
は、以下の表のとおりです。なお、詳細については、
必要に応じ消防庁ホームページ等でご確認ください。

発　番　号 日　付 あ　て　先 発　信　者 標　　　　題

消防予第49号

消防危第43号

令和２年
２月25日

各都道府県消防防
災主管部長

東京消防庁・各指
定都市消防長

消防庁予防課長

消防庁危険物保安室長

消防法令上の各種免状の
取扱いに係る運用につい
て（通知）

消防予第67号
令和２年
３月24日

各都道府県消防防
災主管部長

東京消防庁・各指
定都市消防長

消防庁予防課長

「国宝・重要文化財（建造
物）等に対応した防火訓
練マニュアル」について

（通知）

消防予第72号
令和２年
３月27日

各都道府県消防防
災主管部長

東京消防庁・各指
定都市消防長

消防庁予防課長
消防用設備等に係る執務資
料の送付について（通知）

事務連絡
令和２年
３月27日

各都道府県消防防
災主管課

東京消防庁・各指
定都市消防本部

消防庁予防課
防火対象物点検報告制度
のリーフレットの配布に
ついて

事務連絡
令和２年
３月30日

各都道府県消防防
災主管課

東京消防庁・各指
定都市消防本部

消防庁予防課
ＮＴＴ固定電話のＩＰ網移
行に伴い発生する事象に関
する情報提供について

消防予第76号
令和２年
３月31日

各都道府県消防防
災主管部長

東京消防庁・各指
定都市消防長

消防庁予防課長
「消防用設備等点検アプ
リ」（試行版）の運用開始
について

消防消第96号

消防予第77号

令和２年
４月１日

各都道府県消防防
災主幹部長

東京消防庁・各指
定都市消防長

消防庁消防・救急課長

消防庁予防課長

建築基準法施行令の一部
を改正する政令等の施行
について（情報提供）
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発　番　号 日　付 あ　て　先 発　信　者 標　　　　題

消防予第62号
令和２年
４月１日

各都道府県知事
各指定都市市長

消防庁次長
「消防法施行規則の一部を
改正する省令」等の公布
について

消防予第92号
令和２年
４月７日

特定都道府県知事 消防庁次長

新型インフルエンザ等対策
特別措置法第48 条第３項
に規定する臨時の医療施設
に係る消防用設備等の基準
の考え方及び臨時の医療施
設の開設に当たっての留意
事項について

事務連絡
令和２年
４月30日

各都道府県消防防
災主管課

東京消防庁・各指
定都市消防本部

消防庁予防課
韓国京畿道利川市におけ
る新築工事中の倉庫火災
の発生について

事務連絡
令和２年
３月24日

各都道府県消防防
災主管課

東京消防庁・各指
定都市消防本部

消防庁予防課
2020年度全国統一防火標
語の決定について
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　① 自動火災報知設備の感知器を１
種から特種に交換した。以前の消防設

備士講習で、感知器の交換は10個までは着工届
が省略され、部品の交換という整備の範囲と聞い
た記憶がある。ところが、消防署から着工届が必
要だと指摘を受けた。
　② また、感知器の型式が異なれば、同様に着
工届が必要だと言われた。これらは全て着工届が
必要なのか。

①について
　感知器の 10 個までの交換は、同機

種のものである必要があります。今回は、１ 種
から特種への交換であり、これに該当しないので
着工届が必要になります。
②について
　同機種で型式の違う場合は、着工届の省略に該
当します。

自動火災報知設備の感知器の交換に
ついて

Q.

A.

　移動式粉末消火設備の加圧用ガスに
二酸化炭素を用いる場合薬剤１㎏につ

きガス重量20ｇ以上が判定基準となっている。
　設置されている移動粉末消火設備のカス重量が
薬剤33㎏なので660ｇ必要になると思われるが、
重量を測っても660ｇはない。この場合、①どの
程度までなら減ってＯＫか。②入っているガスの
容器が変わらない場合、温度によって重さが変化
するのか。

①について
　消防法施行規則第 21 条第 ５（同条

第４項第６号ロの例）により、「加圧用ガスに（中
略）二酸化炭素を用いるものにあっては、消火剤
１㎏につき20ｇにクリーニングに必要な量を加
えた量以上であること。」とされており、必要量
未満は許容していません。33㎏の粉末消火剤の場
合、二酸化炭素は660ｇ以上が必要です。
②について
　重量は温度によって変化しません。（圧力に
よっては変化します。）
　なお、加圧用ガスに窒素が使われている場合は
数値が異なりますので、ガスの種別を必ず確認し
てください。

移動式粉末消火設備の薬剤量とガス
重量について

Q.

A.

よくあるよくある
質問質問
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　スプリンクラー設備の総合点検で、
水道連結方式の放水圧力は、末端試験

弁を設けない場合は、放水圧力及び放水量を測定
できる装置の圧力計の指示値を基に計算すると書
いてあるが、どのような位置で、どのような装置
を用いて測定するのですか。
　配管を外して測定することは不可能だと思いま
す。ご教示ください。

　特定施設水道連結型スプリンクラー
設備は、末端試験弁を設けない場合

は、トイレ等の端末などに放水確認のための給水
栓等が設置されています。
　放水圧力はその給水栓等に末端試験用のオリ
フィスを取り付けて点検します。
　末端試験用のオリフィスは、メーカーで製造・
販売しているので、ご確認ください。

特定施設水道連結型スプリンクラー
設備の放水圧力の点検について

Q.

A.

　消火器の点検についてお聞きします。
① 内部点検を実施して元に戻すこと

は、消防設備点検資格者でも可能か。
② 不足した薬剤を一部追加するには、どちらの
資格が必要か。
③ 放射試験を実施した加圧ボンベを新しいもの
に交換するには、どちらの資格が必要か。
④ 使用済表示が破損した場合の交換は、どちら
の資格が必要か。
⑤ 内部点検をした結果、新しい消火器と交換す
る場合には、どちらの資格が必要か。
⑥ 容量は同じでメーカーが異なる新しい消火器
への交換は、どちらの資格が必要か。

①について
　復元は消防設備点検資格者でも可

能です。
②について
　薬剤の追加は、消防設備士の資格が必要です。
③について
　加圧ボンベを新しいものに交換するには、消防
設備士の資格が必要です。
④について
　放射試験を実施しないで、破損した点検済表示
の交換をする場合は消防設備点検資格者でも可能
です。
⑤について
　新しい消火器への交換には、特に資格は必要あ
りません。
⑥について
　新しい消火器への交換には、特に資格は必要あ
りません。

消火器の点検における消防設備士と消
防設備点検資格者の役割分担について

Q.

A.
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一般社団法人 福井県消防設備協会
一般社団法人福井県消防設備協会は、県民の安全を希求しています。

消防用設備等は、命と財産をまもります。

消防法に定められた定期点検は必ず実施しましょう。

このラベルは当協会の会員であり、

かつ消防用設備等点検表示制度会員でもある

登録業者等が行う適正な点検の証明です。

ラベルの発注は時間の余裕をもってＦＡＸでお願いします。
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